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法
施
行
令
及
び
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路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
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す
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法
律
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行
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・
・

○

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
（
抄
）

４
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道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
道
等
の
改
築
に
関
す
る
費
用
の
補
助
）

（
道
道
等
の
改
築
に
関
す
る
費
用
の
補
助
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三

平
成
三
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
道
道
等
の
改

第
三
十
四
条
の
二
の
三

平
成
三
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
道
道
等
の
改

築
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国

築
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国

の
補
助
の
割
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
の
七
以
内

の
補
助
の
割
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
の
七
以
内

と
す
る
。

と
す
る
。

一

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
（
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
都
市
（
以
下
こ
の
号

一

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
（
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
都
市
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
中
心
都
市
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の
周
辺
の
地
域
の
市
町
村
（

に
お
い
て
「
中
心
都
市
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の
周
辺
の
地
域
の
市
町
村
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周
辺
市
町
村
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
中
心
都
市

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周
辺
市
町
村
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
中
心
都
市

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
中
心
都
市
若
し
く
は
高
速
自
動
車
国
道
、
空
港
そ
の

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
中
心
都
市
若
し
く
は
高
速
自
動
車
国
道
、
空
港
そ
の

他
の
交
通
施
設
と
を
連
絡
す
る
道
路
を
い
う
。
）
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路

他
の
交
通
施
設
と
を
連
絡
す
る
道
路
を
い
う
。
）
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路

（
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
の
区
域
を
循
環
す
る
道
路
を
い
う
。
）
そ
の

（
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
の
区
域
を
循
環
す
る
道
路
を
い
う
。
）
そ
の

他
の
道
路
で
あ
つ
て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の
交
差
の
方
式
を

他
の
道
路
で
あ
つ
て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の
交
差
の
方
式
を

立
体
交
差
と
す
る
道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
に
お
け
る
安

立
体
交
差
と
す
る
道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
に
お
け
る
安

全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

指
定
す
る
道
道
等
の
改
築
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

指
定
す
る
道
道
等
の
改
築
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
に
法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基

イ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
に
法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基

準
を
適
用
し
た
場
合
に
当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
改
築
又
は

準
を
適
用
し
た
場
合
に
当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
改
築
又
は

当
該
場
合
に
道
路
構
造
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

当
該
場
合
に
道
路
構
造
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
改
築

定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
改
築

で
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
額
を
超
え

で
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
額
を
超
え

な
い
も
の

な
い
も
の

ロ

道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
構
造
上
の
原
因
の
一
部
を
除
去

ロ

道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
構
造
上
の
原
因
の
一
部
を
除
去

す
る
た
め
に
行
う
突
角
の
切
取
り
、
路
床
の
改
良
、
排
水
施
設
の
整
備
又

す
る
た
め
に
行
う
突
角
の
切
取
り
、
路
床
の
改
良
、
排
水
施
設
の
整
備
又

は
待
避
所
の
設
置

は
待
避
所
の
設
置

ハ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
に
法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基

ハ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
に
法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基

準
を
適
用
し
た
場
合
に
、
車
道
の
舗
装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条

準
を
適
用
し
た
場
合
に
、
車
道
の
舗
装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に

第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に

お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装

お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装

ニ

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

ニ

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

二

前
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
の
改
築
で
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

二

前
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
の
改
築
で
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
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に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

イ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

イ

当
該
改
築
に
係
る
道
道
等
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

（１）

（２）

（１）

（２）

も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
道

法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
道

（１）

（１）

道
又
は
道
の
区
域
内
の
市
道

道
又
は
道
の
区
域
内
の
市
道

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
そ
の
他
国

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
そ
の
他
国

（２）

（１）

（２）

（１）

の
施
策
上
特
に
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
道
道
等

の
施
策
上
特
に
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
道
道
等

ロ

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
性
若
し
く
は
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た

ロ

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
性
若
し
く
は
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た

め
に
必
要
で
あ
り
、
又
は
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
若
し
く
は
地
域
の
活

め
に
必
要
で
あ
り
、
又
は
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
若
し
く
は
地
域
の
活

力
の
創
造
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

力
の
創
造
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

公
共
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
、
管
理
若
し
く
は
運
営
に
関

ハ

公
共
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
、
管
理
若
し
く
は
運
営
に
関

連
し
て
、
又
は
地
域
の
自
然
的
若
し
く
は
社
会
的
な
特
性
に
即
し
て
行
わ

連
し
て
、
又
は
地
域
の
自
然
的
若
し
く
は
社
会
的
な
特
性
に
即
し
て
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
の
改
築
で
次
の
い
ず
れ
か
に

（
新
設
）

該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

通
学
路
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
通
学
路
を
い
う

。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
区
間
に
該
当
す
る
道
道
等
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
を
図

る
た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
、
自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自

転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
、
柵

の
設
置
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
（
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
百
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
無
電
柱
化
を
い
う
。
）
の
推
進
の
た

め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
設
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改

築

四

第
一
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
を
構
成
す
る
橋
、
ト
ン
ネ
ル

三

第
一
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
を
構
成
す
る
橋
、
ト
ン
ネ
ル

そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り
当
該

そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り
当
該

道
道
等
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

道
道
等
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２

平
成
三
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
道
道
等
の
改
築
で
、
前
項
各
号
に

２

平
成
三
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
道
道
等
の
改
築
で
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
及
び
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に

掲
げ
る
も
の
及
び
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
補
助
の
割
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
か

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
補
助
の
割
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
十
分
の
五
・
五
以
内
と
す
る
。

か
わ
ら
ず
、
十
分
の
五
・
五
以
内
と
す
る
。

３

国
は
、
道
路
管
理
者
が
道
道
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備

３

国
は
、
道
路
管
理
者
が
道
道
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
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事
業
の
う
ち
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

事
業
の
う
ち
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
及
び
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す

項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
及
び
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る

法
第
五
十
六
条
及
び
第
八
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
範

事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
六
条
及
び
第
八
十
五
条
第
三
項

囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
二
分
の
一
（
道
路
管
理
者
が
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
二
分
の
一
（
道
路

村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は

管
理
者
が
同
令
第
四
条
に
規
定
す
る
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町
村
道
に
つ
い
て

、
そ
の
十
分
の
五
・
五
）
を
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て

実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項

補
助
す
る
。

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
・
五

）
を
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
。
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○

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
国
道
の
改
築
等
に
関
す
る
国
の
負
担
等
の
割
合
の
特
例
）

（
一
般
国
道
の
改
築
等
に
関
す
る
国
の
負
担
等
の
割
合
の
特
例
）

第
一
条

高
速
自
動
車
国
道
と
一
体
と
な
つ
て
全
国
的
な
自
動
車
交
通
網
を
構
成

第
一
条

高
速
自
動
車
国
道
と
一
体
と
な
つ
て
全
国
的
な
自
動
車
交
通
網
を
構
成

す
る
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
国
道
（
道
の

す
る
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
国
道
（
道
の

区
域
内
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
築
で
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も

区
域
内
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
築
で
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も

の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
道
路
整

の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
道
路
整

備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法

備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負

律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負

担
の
割
合
は
、
十
分
の
七
と
す
る
。

担
の
割
合
は
、
十
分
の
七
と
す
る
。

一

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一

一

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

で
き
る
改
築
で
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
額

で
き
る
改
築
で
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
額

を
超
え
な
い
も
の

を
超
え
な
い
も
の

二

道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
構
造
上
の
原
因
の
一
部
を
除
去
す

二

道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
構
造
上
の
原
因
の
一
部
を
除
去
す

る
た
め
に
行
う
突
角
の
切
取
り
、
路
床
の
改
良
、
排
水
施
設
の
整
備
又
は
待

る
た
め
に
行
う
突
角
の
切
取
り
、
路
床
の
改
良
、
排
水
施
設
の
整
備
又
は
待

避
所
の
設
置

避
所
の
設
置

三

道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
一
般
国
道
以
外
の
道

三

道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
一
般
国
道
以
外
の
道

路
と
す
る
計
画
が
あ
る
箇
所
の
改
築

路
と
す
る
計
画
が
あ
る
箇
所
の
改
築

四

車
道
の
舗
装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

四

車
道
の
舗
装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装

に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装

五

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法

五

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法

律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
交
通

律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
交
通

安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

２

一
般
国
道
の
改
築
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

２

一
般
国
道
の
改
築
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
土
地
区

で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
土
地
区

画
整
理
事
業
（
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ

画
整
理
事
業
（
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ

る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に

る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
十

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
十

分
の
五
・
五
以
上
十
分
の
七
以
下
の
範
囲
内
で
当
該
一
般
国
道
の
改
築
を
行
う

分
の
五
・
五
以
上
十
分
の
七
以
下
の
範
囲
内
で
当
該
一
般
国
道
の
改
築
を
行
う

地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
割
合
と
す
る
。

算
定
し
た
割
合
と
す
る
。

一

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
性
若
し
く
は
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め

一

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
性
若
し
く
は
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
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に
必
要
で
あ
り
、
又
は
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
若
し
く
は
地
域
の
活
力
の

に
必
要
で
あ
り
、
又
は
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
若
し
く
は
地
域
の
活
力
の

創
造
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

創
造
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

公
共
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
、
管
理
若
し
く
は
運
営
に
関
連

二

公
共
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
、
管
理
若
し
く
は
運
営
に
関
連

し
て
、
又
は
地
域
の
自
然
的
若
し
く
は
社
会
的
な
特
性
に
即
し
て
行
わ
れ
る

し
て
、
又
は
地
域
の
自
然
的
若
し
く
は
社
会
的
な
特
性
に
即
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

一
般
国
道
の
改
築
（
そ
の
財
政
力
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
満
た

３

一
般
国
道
の
改
築
（
そ
の
財
政
力
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
満
た

な
い
地
方
公
共
団
体
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

な
い
地
方
公
共
団
体
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
十
分
の
五
・
五
と
す
る
。

法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
十
分
の
五
・
五
と
す
る
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
一
般
国
道
の
改

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
一
般
国
道
の
改

築

築

二

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
（
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
都
市
（
以
下
こ
の
号

二

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
（
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
都
市
（
以
下
こ
の
号

及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
中
心
都
市
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の

及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
中
心
都
市
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の

周
辺
の
地
域
の
市
町
村
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
第
一
号
に
お
い
て
「
周
辺

周
辺
の
地
域
の
市
町
村
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
第
一
号
に
お
い
て
「
周
辺

市
町
村
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
中
心
都
市
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
中
心
都

市
町
村
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
中
心
都
市
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
中
心
都

市
若
し
く
は
高
速
自
動
車
国
道
、
空
港
そ
の
他
の
交
通
施
設
と
を
連
絡
す
る

市
若
し
く
は
高
速
自
動
車
国
道
、
空
港
そ
の
他
の
交
通
施
設
と
を
連
絡
す
る

道
路
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路
（
中
心

道
路
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路
（
中
心

都
市
及
び
周
辺
市
町
村
の
区
域
を
循
環
す
る
道
路
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て

都
市
及
び
周
辺
市
町
村
の
区
域
を
循
環
す
る
道
路
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
そ
の
他
の
道
路
で
あ
つ
て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の

同
じ
。
）
そ
の
他
の
道
路
で
あ
つ
て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の

交
差
の
方
式
を
立
体
交
差
と
す
る
道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町

交
差
の
方
式
を
立
体
交
差
と
す
る
道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町

村
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国

村
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
国
道
の
改
築

土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
国
道
の
改
築

三

前
二
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
の
改
築
で
次
の
い
ず
れ

（
新
設
）

か
に
該
当
す
る
も
の

イ

通
学
路
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
通
学
路
を
い
う

。
次
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安

全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
区
間
に
該
当
す
る
一
般
国
道
に
お
け
る
交
通

事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
、
自
動
車
を
減
速
さ
せ

て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の

凸
部
の
設
置
、
柵
の
設
置
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
（
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
百
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
無
電
柱
化
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第

三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
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設
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

四

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
を
構
成
す

三

前
二
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
を
構
成
す
る
橋
、
ト
ン

る
橋
、
ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の

ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り

劣
化
に
よ
り
当
該
一
般
国
道
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も

当
該
一
般
国
道
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
国

の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築

を
除
く
。
）

４

一
般
国
道
の
改
築
で
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

４

一
般
国
道
の
改
築
で
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

四
条
第
一
項
の
離
島
振
興
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
項

四
条
第
一
項
の
離
島
振
興
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
に

各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
に

係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る

係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る

国
の
負
担
の
割
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
分
の
二
と
す
る
。

国
の
負
担
の
割
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
分
の
二
と
す
る
。

５

一
般
国
道
の
修
繕
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
で
次
の
各
号

５

一
般
国
道
の
修
繕
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
で
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で

定
め
る
国
の
補
助
の
割
合
は
、
十
分
の
七
以
内
と
す
る
。

定
め
る
国
の
補
助
の
割
合
は
、
十
分
の
七
以
内
と
す
る
。

一

第
一
項
又
は
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受

一

第
一
項
又
は
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受

け
た
一
般
国
道
の
修
繕

け
た
一
般
国
道
の
修
繕

二

前
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
の
修
繕
で
第
二
項
各
号
に

二

前
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
の
修
繕
で
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

三

第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
を
構
成
す
る
橋
、
ト
ン

三

第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
を
構
成
す
る
橋
、
ト
ン

ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り

ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り

当
該
一
般
国
道
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
国

当
該
一
般
国
道
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
修
繕
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
修
繕
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
都
府
県
道
等
の
改
築
に
関
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
）

（
都
府
県
道
等
の
改
築
に
関
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
都
府
県
道
等
（
都
府
県
道
又
は
市
町
村
道
（
道
の
区
域
内

第
二
条

次
に
掲
げ
る
都
府
県
道
等
（
都
府
県
道
又
は
市
町
村
道
（
道
の
区
域
内

の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
築
で
前
条
第
二
項
各
号
に

の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
築
で
前
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に

係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る

係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る

国
の
補
助
の
割
合
は
、
十
分
の
七
以
内
と
す
る
。

国
の
補
助
の
割
合
は
、
十
分
の
七
以
内
と
す
る
。

一

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ

一

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
都
府
県
道
又
は
市
道

る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
都
府
県
道
又
は
市
道

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
そ
の
他
国
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
そ
の
他
国
の

施
策
上
特
に
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
都
府
県
道
等

施
策
上
特
に
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
都
府
県
道
等

２

都
府
県
道
等
の
改
築
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、

２

都
府
県
道
等
の
改
築
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、

前
項
に
規
定
す
る
も
の
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
、
少
額
改
築
、
特

前
項
に
規
定
す
る
も
の
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
、
少
額
改
築
、
特

例
舗
装
並
び
に
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

例
舗
装
並
び
に
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
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に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
補
助
の
割
合
は
、

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
補
助
の
割
合
は
、

都
府
県
道
に
あ
つ
て
は
十
分
の
五
・
五
以
内
、
市
町
村
道
に
あ
つ
て
は
十
分
の

都
府
県
道
に
あ
つ
て
は
十
分
の
五
・
五
以
内
、
市
町
村
道
に
あ
つ
て
は
十
分
の

七
以
内
と
す
る
。

七
以
内
と
す
る
。

一

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路
そ
の
他
の
道
路
で
あ
つ

一

中
心
都
市
等
連
絡
道
路
、
中
心
都
市
等
循
環
道
路
そ
の
他
の
道
路
で
あ
つ

て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の
交
差
の
方
式
を
立
体
交
差
と
す
る

て
、
自
動
車
専
用
道
路
、
他
の
道
路
と
の
交
差
の
方
式
を
立
体
交
差
と
す
る

道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交

道
路
そ
の
他
の
中
心
都
市
及
び
周
辺
市
町
村
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交

通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
都
府
県

通
の
確
保
に
特
に
資
す
る
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
都
府
県

道
等
の
改
築

道
等
の
改
築

二

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

二

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
都
府
県
道
等
の
改
築

国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
都
府
県
道
等
の
改
築

三

前
二
号
に
規
定
す
る
都
府
県
道
等
以
外
の
都
府
県
道
等
の
改
築
で
次
の
い

（
新
設
）

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

通
学
路
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
区
間
に

該
当
す
る
都
府
県
道
等
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要

な
歩
道
の
拡
幅
、
自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な

通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
、
柵
の
設
置
そ
の
他

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
設
そ
の
他
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

四

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
都
府
県
道
等
以
外
の
都
府
県
道
等
を
構

三

前
二
号
に
規
定
す
る
都
府
県
道
等
以
外
の
都
府
県
道
等
を
構
成
す
る
橋
、

成
す
る
橋
、
ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の

ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
の
施
設
又
は
工
作
物
で
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に

他
の
劣
化
に
よ
り
当
該
都
府
県
道
等
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大

よ
り
当
該
都
府
県
道
等
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と

き
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築
（
前
号
に
該
当
す

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
改
築

る
も
の
を
除
く
。
）

３

前
項
の
「
少
額
改
築
」
と
は
、
当
該
改
築
に
係
る
都
府
県
道
等
に
道
路
法
第

３

前
項
の
「
少
額
改
築
」
と
は
、
当
該
改
築
に
係
る
都
道
府
県
道
等
に
道
路
法

三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
当
該
基
準
に
適
合

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
当
該
基
準
に
適

し
な
い
こ
と
と
な
る
改
築
又
は
当
該
場
合
に
道
路
構
造
令
第
三
十
八
条
第
一
項

合
し
な
い
こ
と
と
な
る
改
築
又
は
当
該
場
合
に
道
路
構
造
令
第
三
十
八
条
第
一

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で

る
こ
と
と
な
る
改
築
で
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定

き
る
こ
と
と
な
る
改
築
で
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が

め
た
額
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。

定
め
た
額
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。

４

第
二
項
の
「
特
例
舗
装
」
と
は
、
当
該
改
築
に
係
る
都
府
県
道
等
に
道
路
法

４

第
二
項
の
「
特
例
舗
装
」
と
は
、
当
該
改
築
に
係
る
都
道
府
県
道
等
に
道
路

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
、
車
道
の
舗
装

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
、
車
道
の
舗

に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
を
要

装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
を

し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装
を
い
う
。

要
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装
を
い
う
。
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